
第６回 教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

Ⅰ 日  時    令和２年１０月１５日（木）１４時００分～１５時３０分 

Ⅱ 場  所    本部管理棟５階 大会議室 

Ⅲ 出席者    平塚学長（議長） 

峯岸，窪田，児島，田村，本多，花屋（リモート），齋藤，高山，石崎，

横山，関，佐藤，田中，西薗（リモート），柿本（リモート），小山（リ

モート），輿石（リモート），石間（リモート），藤谷（リモート）の各

評議員 

陪席者  工藤，末松（リモート），林（リモート）の各副学長， 

岡野，丸山の両監事 

議事に先立ち，前回議事要旨について確認を行った。 

Ⅳ 議事概要 

1 審議事項 

（１）データの研究利用に関する倫理審査体制の構築について 

窪田理事から，資料１に基づき,データの研究利用に関する倫理審査体制の構築

について説明があり，審議の結果，一部修正のうえ承認した。 

（２）間接経費率の改定に伴う国立大学法人群馬大学共同研究取扱規程の改正について 

窪田理事から，資料２に基づき, 間接経費率の改定に伴う国立大学法人群馬大学

共同研究取扱規程の改正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。 

2 報告事項 

（１）教職大学院認証評価に係る訪問調査のスケジュールについて 

峯岸理事から，資料３に基づき，教職大学院認証評価に係る訪問調査のスケジュ

ールについて報告があった。 

（２）文部科学省関係機関最高情報セキュリティ責任者会議について 

窪田理事から，資料４に基づき, 文部科学省関係機関最高情報セキュリティ責任

者会議の概要について報告があった。 

（３）群馬大学基金の 2020 年度事業計画の変更について 

児島理事から，資料５に基づき，国費外国人留学生受入に伴う滞在諸費用につい

て，群馬大学基金から支出することについて報告があった。 



 

（４）令和２年度資金適正執行教育の受講状況について 

児島理事から，資料６に基づき，令和２年度の資金適正執行教育の受講状況につ

いて報告があった。 

 

（５）その他 

     学長から，情報学部に関する文書への回答があり，さらに，文部科学省から情報

学部設置が認められ，設置準備室の活動が始まっているので，前向きな議論をお願

いしたいとの話があった。 

 

 

 

以  上 


